
平成年月日 木曜日 (号外第号)官 報

〇
厚
生
労
働
省
令
第
十
三
号

持
続
可
能
な
医
療
保
険
制
度
を
構
築
す
る
た
め
の
国
民
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年

法
律
第
三
十
一
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
関
係
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
、
健
康
保
険
法
施
行
規
則
等
の
一
部

を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
八
年
二
月
四
日

厚
生
労
働
大
臣

塩
崎

恭
久

健
康
保
険
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
健
康
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

健
康
保
険
法
施
行
規
則
（
大
正
十
五
年
内
務
省
令
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
十
八
条
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

四

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
十
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
小
児
慢
性

特
定
疾
病
医
療
支
援
を
受
け
る
同
法
第
六
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
小
児
慢
性
特
定
疾
病
児
童
等

五

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
）
第
五
条
第
一
項
に
規
定

す
る
指
定
特
定
医
療
を
受
け
る
同
項
に
規
定
す
る
指
定
難
病
の
患
者

第
六
十
二
条
の
三
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
特
定
医
療
を
受
け
る
同
項

に
規
定
す
る
指
定
難
病
の
患
者

第
六
十
六
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

海
外
に
お
い
て
受
け
た
診
療
、
薬
剤
の
支
給
又
は
手
当
（
第
二
号
に
お
い
て
「
海
外
療
養
」
と
い
う
。）に
つ
い

て
療
養
費
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
第
一
項
の
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一

旅
券
、
航
空
券
そ
の
他
の
海
外
に
渡
航
し
た
事
実
が
確
認
で
き
る
書
類
の
写
し

二

保
険
者
が
海
外
療
養
の
内
容
に
つ
い
て
当
該
海
外
療
養
を
担
当
し
た
者
に
照
会
す
る
こ
と
に
関
す
る
当
該
海

外
療
養
を
受
け
た
者
の
同
意
書

第
八
十
四
条
第
一
項
第
六
号
中
「
第
百
八
条
第
二
項
た
だ
し
書
又
は
第
三
項
た
だ
し
書
」
を
「
第
百
八
条
第
三
項

た
だ
し
書
又
は
第
四
項
た
だ
し
書
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
中
「
第
百
八
条
第
四
項
た
だ
し
書
」
を
「
第
百
八
条
第

五
項
た
だ
し
書
」
に
改
め
、
同
項
第
八
号
中
「
第
百
八
条
第
一
項
た
だ
し
書
」
を
「
第
百
八
条
第
一
項
た
だ
し
書
、

第
三
項
た
だ
し
書
又
は
第
四
項
た
だ
し
書
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
第
一
号
中
「
第
百
八
条
第
二
項
」
を
「
第
百
八

条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
第
百
八
条
第
三
項
」
を
「
第
百
八
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中

「
第
百
八
条
第
四
項
」
を
「
第
百
八
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
第
百
八
条
第
三
項
」
を
「
第
百
八
条

第
四
項
」
に
改
め
、
同
条
第
七
項
中
「
前
項
第
二
号
」
を
「
第
六
項
第
二
号
」
に
改
め
、同
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、

同
条
第
六
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

７

第
一
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た

書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

法
第
九
十
九
条
第
二
項
（
次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条

並
び
に
次
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、
第
六
項
及
び
第
七
項
に
お
い
て
同
じ
。）に
規
定
す
る
傷
病
手
当
金
の

支
給
を
始
め
る
日
の
属
す
る
月
以
前
の
法
第
九
十
九
条
第
二
項
の
標
準
報
酬
月
額
が
定
め
ら
れ
て
い
る
直
近
の

継
続
し
た
十
二
月
以
内
の
期
間
に
お
い
て
、使
用
さ
れ
る
事
業
所
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合

各
事
業
所
の
名
称
、

所
在
地
及
び
各
事
業
所
に
使
用
さ
れ
て
い
た
期
間

二

次
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
に
規
定
す
る
標
準
報
酬
月
額
が
あ
る
場
合

合
併
に
よ
り
消
滅
し
た
健
康
保

険
組
合
、
分
割
に
よ
り
消
滅
し
た
健
康
保
険
組
合
若
し
く
は
分
割
後
存
続
す
る
健
康
保
険
組
合
又
は
解
散
に
よ

り
消
滅
し
た
健
康
保
険
組
合
の
名
称
及
び
当
該
各
健
康
保
険
組
合
に
加
入
し
て
い
た
期
間
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第
八
十
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
傷
病
手
当
金
の
額
の
算
定
）

第
八
十
四
条
の
二

被
保
険
者
（
任
意
継
続
被
保
険
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）の
資
格
を
喪
失
し

た
日
以
後
に
法
第
百
四
条
の
規
定
に
よ
り
傷
病
手
当
金
の
支
給
を
始
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、
法
第
九
十
九
条
第

二
項
中
「
傷
病
手
当
金
の
支
給
を
始
め
る
日
」
と
あ
る
の
は
「
被
保
険
者
（
任
意
継
続
被
保
険
者
を
除
く
。）の
資

格
を
喪
失
し
た
日
の
前
日
」
と
、「
被
保
険
者
が
現
に
属
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
（
任
意
継

続
被
保
険
者
を
除
く
。）が
同
日
に
お
い
て
属
し
て
い
た
」
と
読
み
替
え
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

２

法
第
九
十
九
条
第
二
項
の
標
準
報
酬
月
額
は
、
法
第
二
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
合
併
に
よ
り
設
立
さ

れ
た
健
康
保
険
組
合
又
は
合
併
後
存
続
す
る
健
康
保
険
組
合
が
合
併
に
よ
り
消
滅
し
た
健
康
保
険
組
合
の
権
利
義

務
を
承
継
し
た
と
き
は
、
当
該
健
康
保
険
組
合
が
定
め
た
標
準
報
酬
月
額
を
含
む
も
の
と
す
る
。

３

法
第
九
十
九
条
第
二
項
の
標
準
報
酬
月
額
は
、
法
第
二
十
四
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
分
割
に
よ
り
設
立
さ

れ
た
健
康
保
険
組
合
が
分
割
に
よ
り
消
滅
し
た
健
康
保
険
組
合
又
は
分
割
後
存
続
す
る
健
康
保
険
組
合
の
権
利
義

務
の
一
部
を
承
継
し
た
と
き
は
、
当
該
分
割
に
よ
り
消
滅
し
た
健
康
保
険
組
合
又
は
当
該
分
割
後
存
続
す
る
健
康

保
険
組
合
が
定
め
た
標
準
報
酬
月
額
を
含
む
も
の
と
す
る
。

４

法
第
九
十
九
条
第
二
項
の
標
準
報
酬
月
額
は
、
法
第
二
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
協
会
が
解
散
に
よ
り

消
滅
し
た
健
康
保
険
組
合
の
権
利
義
務
を
承
継
し
た
と
き
は
、
当
該
健
康
保
険
組
合
が
定
め
た
標
準
報
酬
月
額
を

含
む
も
の
と
す
る
。

５

法
第
九
十
九
条
第
二
項
の
標
準
報
酬
月
額
は
、
同
項
に
規
定
す
る
傷
病
手
当
金
の
支
給
を
始
め
る
日
の
属
す
る

月
以
前
の
直
近
の
継
続
し
た
十
二
月
以
内
の
期
間
に
お
い
て
被
保
険
者
が
現
に
属
す
る
保
険
者
が
管
掌
す
る
健
康

保
険
の
任
意
継
続
被
保
険
者
で
あ
る
期
間
が
含
ま
れ
る
と
き
は
、
当
該
期
間
の
標
準
報
酬
月
額
を
含
む
も
の
と
す

る
。

６

法
第
九
十
九
条
第
二
項
の
標
準
報
酬
月
額
に
つ
い
て
、
同
一
の
月
に
お
い
て
二
以
上
の
標
準
報
酬
月
額
が
定
め

ら
れ
た
月
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
月
の
標
準
報
酬
月
額
は
直
近
の
も
の
（
同
項
に
規
定
す
る
傷
病
手
当
金
の
支
給

を
始
め
る
日
以
前
に
定
め
ら
れ
た
も
の
に
限
る
。）と
す
る
。

７

傷
病
手
当
金
の
支
給
を
受
け
て
い
る
期
間
に
別
の
疾
病
又
は
負
傷
及
び
こ
れ
に
よ
り
発
し
た
疾
病
に
つ
き
傷
病

手
当
金
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
疾
病
又
は
負
傷
及
び
こ
れ
に
よ
り
発
し
た
疾
病

に
係
る
傷
病
手
当
金
に
つ
い
て
法
第
九
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
額
の
い
ず
れ
か
多
い
額
を
支

給
す
る
。

第
八
十
七
条
第
一
項
中
「
第
百
二
条
」
を
「
第
百
二
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
及
び
第
六
号
中
「
第
百

八
条
第
一
項
た
だ
し
書
」
を
「
第
百
八
条
第
二
項
た
だ
し
書
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条

第
四
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
中
「
前
項
第
一
号
」
を
「
第
二
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第

四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

第
八
十
四
条
第
七
項
の
規
定
は
、
出
産
手
当
金
の
支
給
の
申
請
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

同
項
第
一
号
中
「
法
第
九
十
九
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
百
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
十

九
条
第
二
項
」
と
、「
次
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
八
十
七
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
次
条
」
と
、「
、
第
六
項
及
び

第
七
項
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
第
六
項
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
次
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
八
十
七
条
の
二
に
お

い
て
準
用
す
る
次
条
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
八
十
七
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
出
産
手
当
金
の
額
の
算
定
）

第
八
十
七
条
の
二

第
八
十
四
条
の
二
第
一
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
は
、
出
産
手
当
金
の
額
の
算
定
に
つ
い
て

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
及
び
第
五
項
中
「
法
第
九
十
九
条
第
二
項
」
及
び
「
同
項
」
と

あ
る
の
は
「
法
第
百
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
十
九
条
第
二
項
」
と
、
同
条
第
二
項
か
ら
第
四
項

ま
で
の
規
定
中
「
法
第
九
十
九
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
百
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
十

九
条
第
二
項
（
第
八
十
七
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含

む
。）」
と
、
同
条
第
六
項
中
「
法
第
九
十
九
条
第
二
項
」
及
び
「
同
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
百
二
条
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
十
九
条
第
二
項
（
第
八
十
七
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。）」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
八
十
八
条
（
見
出
し
を
含
む
。）中
「
第
百
八
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
」
を
「
第
百
八
条
第
三
項
か
ら
第
五

項
ま
で
」
に
改
め
る
。

第
八
十
九
条
の
見
出
し
中
「
第
百
八
条
第
二
項
た
だ
し
書
及
び
第
四
項
た
だ
し
書
」
を
「
第
百
八
条
第
三
項
た
だ

し
書
及
び
第
五
項
た
だ
し
書
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
第
百
八
条
第
二
項
た
だ
し
書
」
を
「
第
百
八
条
第
三
項

た
だ
し
書
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
百
八
条
第
四
項
た
だ
し
書
」
を
「
第
百
八
条
第
五
項
た
だ
し
書
」
に
改

め
る
。

第
九
十
八
条
第
一
号
中「（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）」を
削
り
、
同
条
第
九
号
の
五
中「（
平
成
二
十
六

年
法
律
第
五
十
号
）」を
削
る
。

第
百
三
十
四
条
第
一
項
中
「
か
ら
第
八
十
九
条
第
一
項
ま
で
」
を「（
第
七
項
を
除
く
。）、
第
八
十
五
条
か
ら
第
八

十
七
条
ま
で
（
同
条
第
三
項
を
除
く
）、
第
八
十
八
条
、
第
八
十
九
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
の
表
第
八
十
七
条

第
一
項
の
項
中
「
第
百
二
条
」
を
「
第
百
二
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
百
五
十
九
条
の
六
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

（
法
第
二
百
五
条
の
四
第
一
項
第
一
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
）

第
百
五
十
九
条
の
七

法
第
二
百
五
条
の
四
第
一
項
第
一
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も

の
と
す
る
。

一

法
第
五
十
二
条
第
一
項
に
掲
げ
る
保
険
給
付
の
う
ち
、
療
養
費
、
出
産
育
児
一
時
金
、
家
族
出
産
育
児
一
時

金
並
び
に
高
額
療
養
費
及
び
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給

二

法
第
百
二
十
七
条
第
一
項
に
掲
げ
る
保
険
給
付
の
う
ち
、
療
養
費
、
出
産
育
児
一
時
金
、
家
族
出
産
育
児
一

時
金
並
び
に
高
額
療
養
費
及
び
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給

（
法
第
二
百
五
条
の
四
第
一
項
第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
務
）

第
百
五
十
九
条
の
八

法
第
二
百
五
条
の
四
第
一
項
第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
事
務
と
す
る
。

一

法
第
四
章
の
規
定
に
よ
る
保
険
給
付
及
び
法
第
五
章
第
三
節
の
規
定
に
よ
る
日
雇
特
例
被
保
険
者
に
係
る
保

険
給
付
の
支
給

二

法
第
六
章
の
規
定
に
よ
る
保
健
事
業
及
び
福
祉
事
業
の
実
施

三

法
第
百
五
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
保
険
料
の
徴
収

四

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
別
表
第
一
の
主
務
省

令
で
定
め
る
事
務
を
定
め
る
命
令
（
平
成
二
十
六
年
内
閣
府
・
総
務
省
令
第
五
号
）
第
二
条
各
号
に
掲
げ
る
事

務
（
法
第
二
百
五
条
の
四
第
一
項
第
三
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
務
）

第
百
五
十
九
条
の
九

法
第
二
百
五
条
の
四
第
一
項
第
三
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
に
掲
げ
る
事

務
と
す
る
。

一

法
第
四
章
の
規
定
に
よ
る
保
険
給
付
及
び
法
第
五
章
第
三
節
の
規
定
に
よ
る
日
雇
特
例
被
保
険
者
に
係
る
保

険
給
付
の
支
給

二

法
第
百
五
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
保
険
料
の
徴
収

三

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
別
表
第
二
の
主
務
省

令
で
定
め
る
事
務
及
び
情
報
を
定
め
る
命
令
（
平
成
二
十
六
年
内
閣
府
・
総
務
省
令
第
七
号
）
第
二
条
各
号
又

は
第
三
条
各
号
に
掲
げ
る
事
務

第
百
六
十
三
条
中
第
一
号
を
削
り
、
第
二
号
を
第
一
号
と
し
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、第
四
号
を
第
三
号
と
し
、

第
五
号
を
削
り
、
第
六
号
を
第
四
号
と
す
る
。

第
百
七
十
条
中
「
及
び
」
を
「
、
第
八
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び
第
五
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
八
十
七
条
の
二

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）並
び
に
」
に
改
め
る
。

（
船
員
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

船
員
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
十
五
年
厚
生
省
令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
七
十
九
条
」
を
「
第
七
十
九
条
の
二
」
に
、「
第
二
百
二
十
三
条
」
を
「
第
二
百
二
十
六
条
」
に
改
め

る
。
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第
五
十
八
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

海
外
に
お
い
て
受
け
た
診
療
、
薬
剤
の
支
給
又
は
手
当
（
第
二
号
に
お
い
て
「
海
外
療
養
」
と
い
う
。）に
つ
い

て
療
養
費
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
第
一
項
の
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一

旅
券
、
航
空
券
そ
の
他
の
海
外
に
渡
航
し
た
事
実
が
確
認
で
き
る
書
類
の
写
し

二

協
会
が
海
外
療
養
の
内
容
に
つ
い
て
当
該
海
外
療
養
を
担
当
し
た
者
に
照
会
す
る
こ
と
に
関
す
る
当
該
海
外

療
養
を
受
け
た
者
の
同
意
書

第
六
十
九
条
第
一
項
第
八
号
中
「
第
七
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
」
の
下
に
「
、
第
二
項
た
だ
し
書
又
は
第
三
項
た

だ
し
書
」
を
加
え
、
同
条
第
七
項
中
「
前
項
第
二
号
」
を
「
第
六
項
第
二
号
」
に
改
め
、同
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、

同
条
第
六
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

７

法
第
六
十
九
条
第
二
項
（
次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
及

び
次
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。）に
規
定
す
る
傷
病
手
当
金
の
支
給
を
始
め
る
日
の
属
す
る
月

以
前
の
法
第
六
十
九
条
第
二
項
の
標
準
報
酬
月
額
が
定
め
ら
れ
て
い
る
直
近
の
継
続
し
た
十
二
月
以
内
の
期
間
に

お
い
て
、
使
用
さ
れ
る
事
業
所
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
は
、
第
一
項
の
申
請
書
に
各
事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及

び
各
事
業
所
に
使
用
さ
れ
て
い
た
期
間
を
記
載
し
た
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
十
九
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
傷
病
手
当
金
の
額
の
算
定
）

第
六
十
九
条
の
二

被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
が
法
第
六
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
傷
病
手
当
金
の
支
給
を
受
け

る
場
合
で
あ
っ
て
、
そ
の
資
格
を
喪
失
し
た
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
中「
喪
失
し
た
日
」

と
あ
る
の
は
「
喪
失
し
た
日
の
前
日
」
と
読
み
替
え
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

２

法
第
六
十
九
条
第
二
項
の
標
準
報
酬
月
額
は
、
同
項
に
規
定
す
る
傷
病
手
当
金
の
支
給
を
始
め
る
日
の
属
す
る

月
以
前
の
直
近
の
継
続
し
た
十
二
月
以
内
の
期
間
に
お
い
て
疾
病
任
意
継
続
被
保
険
者
で
あ
る
期
間
が
含
ま
れ
る

と
き
は
、
当
該
期
間
の
標
準
報
酬
月
額
を
含
む
も
の
と
す
る
。

３

法
第
六
十
九
条
第
二
項
の
標
準
報
酬
月
額
に
つ
い
て
、
同
一
の
月
に
お
い
て
二
以
上
の
標
準
報
酬
月
額
が
定
め

ら
れ
た
月
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
月
の
標
準
報
酬
月
額
は
直
近
の
も
の
（
同
項
に
規
定
す
る
傷
病
手
当
金
の
支
給

を
始
め
る
日
以
前
に
定
め
ら
れ
た
も
の
に
限
る
。）と
す
る
。

４

傷
病
手
当
金
の
支
給
を
受
け
て
い
る
期
間
に
別
の
疾
病
又
は
負
傷
及
び
こ
れ
に
よ
り
発
し
た
疾
病
に
つ
き
傷
病

手
当
金
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
疾
病
又
は
負
傷
及
び
こ
れ
に
よ
り
発
し
た
疾
病

に
係
る
傷
病
手
当
金
に
つ
い
て
法
第
六
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
額
の
い
ず
れ
か
多
い
額
を
支

給
す
る
。

第
七
十
九
条
第
一
項
第
六
号
及
び
第
七
号
中
「
法
第
七
十
四
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
十
条
第
一
項

た
だ
し
書
」
を
「
法
第
七
十
四
条
の
二
た
だ
し
書
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
四
項
の

次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

５

第
六
十
九
条
第
七
項
の
規
定
は
、
出
産
手
当
金
の
支
給
の
申
請
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

同
項
中
「
法
第
六
十
九
条
第
二
項
（
次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ

の
条
及
び
次
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。）」
と
あ
る
の
は
「
法
第
七
十
四
条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
六
十
九
条
第
二
項
（
第
七
十
九
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す

る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
並
び
に
第
七
十
九
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
次
条
第
二
項
及
び
第
三
項

に
お
い
て
同
じ
。）」
と
、「
法
第
六
十
九
条
第
二
項
の
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
七
十
四
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す

る
法
第
六
十
九
条
第
二
項
の
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
三
章
第
一
節
第
三
款
中
第
七
十
九
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
出
産
手
当
金
の
額
の
算
定
）

第
七
十
九
条
の
二

疾
病
任
意
継
続
被
保
険
者
が
当
該
被
保
険
者
の
資
格
を
取
得
し
た
日
以
後
に
出
産
手
当
金
の
支

給
を
始
め
る
場
合
又
は
疾
病
任
意
継
続
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
が
当
該
被
保
険
者
の
資
格
を
喪
失
し
た
日
以
後
に

出
産
手
当
金
の
支
給
を
始
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、
法
第
七
十
四
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
九
条

第
二
項
中
「
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
資
格
を
喪
失
し
た
日
」
と
あ
る
の
は
「
疾
病
任
意
継
続

被
保
険
者
又
は
疾
病
任
意
継
続
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
疾
病
任
意
継
続
被
保
険
者
の
資
格
を

取
得
し
た
日
の
前
日
」
と
読
み
替
え
て
、
法
第
七
十
四
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
九
条
第
二
項
の

規
定
を
適
用
す
る
。

２

被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
（
疾
病
任
意
継
続
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
を
除
く
。）が
当
該
被
保
険
者
の
資
格
を
喪
失

し
た
日
以
後
に
出
産
手
当
金
の
支
給
を
始
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、
法
第
七
十
四
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る

法
第
六
十
九
条
第
二
項
中
「
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
資
格
を
喪
失
し
た
日
」と
あ
る
の
は「
被

保
険
者
で
あ
っ
た
者
（
疾
病
任
意
継
続
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
を
除
く
。）に
あ
っ
て
は
、
当
該
被
保
険
者
の
資
格

を
喪
失
し
た
日
の
前
日
」
と
読
み
替
え
て
、
法
第
七
十
四
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
九
条
第
二
項

の
規
定
を
適
用
す
る
。

３

第
六
十
九
条
の
二
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
出
産
手
当
金
の
額
の
算
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
法
第
六
十
九
条
第
二
項
」
及
び
「
同
項
」
と
あ
る
の
は
、「
法
第
七
十
四
条
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
九
条
第
二
項
（
第
七
十
九
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。）」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
二
百
二
十
三
条
を
第
二
百
二
十
六
条
と
し
、
第
二
百
二
十
二
条
を
第
二
百
二
十
五
条
と
し
、
第
二
百
二
十
一
条

の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

（
法
第
百
五
十
三
条
の
十
第
一
項
第
一
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
）

第
二
百
二
十
二
条

法
第
百
五
十
三
条
の
十
第
一
項
第
一
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
法
第
二
十
九
条

第
一
項
に
掲
げ
る
保
険
給
付
の
う
ち
、
療
養
費
、
出
産
育
児
一
時
金
、
家
族
出
産
育
児
一
時
金
並
び
に
高
額
療
養

費
及
び
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
と
す
る
。

（
法
第
百
五
十
三
条
の
十
第
一
項
第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
務
）

第
二
百
二
十
三
条

法
第
百
五
十
三
条
の
十
第
一
項
第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
に
掲
げ
る
事

務
と
す
る
。

一

法
第
四
章
の
規
定
に
よ
る
保
険
給
付
の
支
給

二

法
第
五
章
の
規
定
に
よ
る
保
健
事
業
及
び
福
祉
事
業
の
実
施

三

法
第
百
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
保
険
料
の
徴
収

四

法
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
障
害
前
払
一
時
金
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
遺
族
前
払
一
時

金
の
支
給

五

雇
用
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
三
十
号
。
以
下
「
平
成
十
九
年
改
正
法
」

と
い
う
。）附
則
第
三
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
平
成
十
九
年
改
正
法
第
四

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
船
員
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
保
険
給
付
の
支
給

六

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
別
表
第
一
の
主
務
省

令
で
定
め
る
事
務
を
定
め
る
命
令
（
平
成
二
十
六
年
内
閣
府
・
総
務
省
令
第
五
号
）
第
四
条
各
号
に
掲
げ
る
事

務
（
法
第
百
五
十
三
条
の
十
第
一
項
第
三
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
務
）

第
二
百
二
十
四
条

法
第
百
五
十
三
条
の
十
第
一
項
第
三
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
に
掲
げ
る
事

務
と
す
る
。

一

法
第
四
章
の
規
定
に
よ
る
保
険
給
付
の
支
給

二

法
第
百
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
保
険
料
の
徴
収

三

法
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
障
害
前
払
一
時
金
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
遺
族
前
払
一
時

金
の
支
給

四

平
成
十
九
年
改
正
法
附
則
第
三
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
平
成
十
九
年

改
正
法
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
船
員
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
保
険
給
付
の
支
給

五

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
別
表
第
二
の
主
務
省

令
で
定
め
る
事
務
及
び
情
報
を
定
め
る
命
令
（
平
成
二
十
六
年
内
閣
府
・
総
務
省
令
第
七
号
）
第
五
条
各
号
又

は
第
六
条
各
号
に
掲
げ
る
事
務

附
則
第
一
条
中
「
雇
用
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
三
十
号
。
以
下
「
平
成
十
九

年
改
正
法
」
と
い
う
。）」
を
「
平
成
十
九
年
改
正
法
」
に
改
め
る
。
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（
国
民
健
康
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

国
民
健
康
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
厚
生
省
令
第
五
十
三
号
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
七
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

海
外
に
お
い
て
受
け
た
診
療
、
薬
剤
の
支
給
又
は
手
当
（
第
二
号
に
お
い
て
「
海
外
療
養
」
と
い
う
。）に
つ
い

て
療
養
費
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
第
一
項
の
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一

旅
券
、
航
空
券
そ
の
他
の
海
外
に
渡
航
し
た
事
実
が
確
認
で
き
る
書
類
の
写
し

二

保
険
者
が
海
外
療
養
の
内
容
に
つ
い
て
当
該
海
外
療
養
を
担
当
し
た
者
に
照
会
す
る
こ
と
に
関
す
る
当
該
海

外
療
養
を
受
け
た
者
の
同
意
書

第
二
十
八
条
の
二
中
「
第
二
十
六
条
の
五
」
の
下
に
「
、
第
二
十
六
条
の
六
の
四
」
を
加
え
、「
、
第
二
十
七
条
の

十
八
」
を
削
り
、「
申
請
年
月
日
」
の
下
に「（
第
二
十
七
条
の
申
請
書
に
あ
つ
て
は
申
請
人
の
氏
名
又
は
個
人
番
号
、

住
所
及
び
申
請
年
月
日
）」を
加
え
る
。

第
四
十
四
条
の
二
を
第
四
十
四
条
の
四
と
し
、
第
四
十
四
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
法
第
百
十
三
条
の
三
第
一
項
第
一
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
務
）

第
四
十
四
条
の
二

法
第
百
十
三
条
の
三
第
一
項
第
一
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務

と
す
る
。

一

法
第
四
章
の
規
定
に
よ
る
保
険
給
付
の
実
施

二

法
第
七
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
保
険
料
の
徴
収

三

法
第
八
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
保
健
事
業
の
実
施

四

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
別
表
第
一
の
主
務
省

令
で
定
め
る
事
務
を
定
め
る
命
令
（
平
成
二
十
六
年
内
閣
府
・
総
務
省
令
第
五
号
）
第
二
十
四
条
各
号
に
掲
げ

る
事
務

（
法
第
百
十
三
条
の
三
第
一
項
第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
務
）

第
四
十
四
条
の
三

法
第
百
十
三
条
の
三
第
一
項
第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務

と
す
る
。

一

法
第
四
章
の
規
定
に
よ
る
保
険
給
付
の
実
施

二

法
第
七
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
保
険
料
の
徴
収

三

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
別
表
第
二
の
主
務
省

令
で
定
め
る
事
務
及
び
情
報
を
定
め
る
命
令
（
平
成
二
十
六
年
内
閣
府
・
総
務
省
令
第
七
号
）
第
二
十
五
条
各

号
又
は
第
二
十
六
条
に
掲
げ
る
事
務

（
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
九
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
二
十
九
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
百
十
九
条
」
を
「
第
百
二
十
一
条
」
に
改
め
る
。

第
三
十
五
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

健
康
保
険
法
施
行
規
則
（
大
正
十
五
年
内
務
省
令
第
三
十
六
号
）
第
五
十
八
条
第
五
号
に
掲
げ
る
者

第
四
十
条
第
三
号
中「（
大
正
十
五
年
内
務
省
令
第
三
十
六
号
）」を
削
り
、
同
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

健
康
保
険
法
施
行
規
則
第
六
十
二
条
の
三
第
五
号
に
掲
げ
る
者

第
四
十
七
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

海
外
に
お
い
て
受
け
た
診
療
、
薬
剤
の
支
給
又
は
手
当
（
第
二
号
に
お
い
て
「
海
外
療
養
」
と
い
う
。）に
つ
い

て
療
養
費
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
第
一
項
の
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一

旅
券
、
航
空
券
そ
の
他
の
海
外
に
渡
航
し
た
事
実
が
確
認
で
き
る
書
類
の
写
し

二

後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
が
海
外
療
養
の
内
容
に
つ
い
て
当
該
海
外
療
養
を
担
当
し
た
者
に
照
会
す
る
こ

と
に
関
す
る
当
該
海
外
療
養
を
受
け
た
被
保
険
者
の
同
意
書

本
則
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
法
第
百
六
十
五
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
務
）

第
百
二
十
条

法
第
百
六
十
五
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
と

す
る
。

一

法
第
五
十
六
条
に
規
定
す
る
後
期
高
齢
者
医
療
給
付
の
実
施

二

法
第
百
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
保
険
料
の
徴
収

三

法
第
百
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
保
健
事
業
の
実
施

四

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
別
表
第
一
の
主
務
省

令
で
定
め
る
事
務
を
定
め
る
命
令
（
平
成
二
十
六
年
内
閣
府
・
総
務
省
令
第
五
号
）
第
四
十
六
条
各
号
に
掲
げ

る
事
務

（
法
第
百
六
十
五
条
の
二
第
一
項
第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
務
）

第
百
二
十
一
条

法
第
百
六
十
五
条
の
二
第
一
項
第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務

と
す
る
。

一

法
第
五
十
六
条
に
規
定
す
る
後
期
高
齢
者
医
療
給
付
の
実
施

二

法
第
百
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
保
険
料
の
徴
収

三

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
別
表
第
二
の
主
務
省

令
で
定
め
る
事
務
及
び
情
報
を
定
め
る
命
令
（
平
成
二
十
六
年
内
閣
府
・
総
務
省
令
第
七
号
）
第
四
十
三
条
各

号
に
掲
げ
る
事
務

附

則

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
条
中
国
民
健
康
保
険
法
施
行
規
則
第
二

十
八
条
の
二
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。




